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　前回（2018年5月号），本コーナー
を執筆して以後，DHHSガイドライ
ンは2018年10月と2019年7月の2回の
改訂1） 2）がなされ，HIV感染症の治
療の進歩は著しい。現在では適切に
治療を受けているHIV陽性者の余命
は非感染者のそれと大差ないまでに
なり，HIV感染症は文字通り慢性疾
患となった。最近では，抗HIV療法
の服薬アドヒアランスに問題がな
く，血中ウイルス量が感度未満を半
年以上の間，継続できていれば，パー
トナーに性行為でも感染が示されな
かったという大規模臨床研究の結
果3）-5）が 報 告 さ れ， こ れ は「U=U

（Undetectable=Untransmittable）」
キャンペーンとしてHIV陽性者の人
権問題との視点から世界で展開され
ている6）。
　1981年に米国から原因不明の免疫
不全症（のちに後天性免疫不全症候
群：AIDSと命名）が報告され，病原
体であるHIVが1983年に発見され
た。1985年にはHIVに対する抗体検
査が承認され，同年，満屋裕明博士
らが米国立癌研究所で世界最初の抗
HIV薬ジドブジン（AZT）を報告し，
HIV感染症の臨床が現実のものと
なった。その後，HIV感染症の治療
の分野で多くの進歩があったが，
1996年，カナダのバンクーバーで開
催された第11回国際エイズ会議で，

はじめに
RT-PCR法によるHIV-1のウイルス
量の半定量の報告や，新たなクラス
であるHIV-1プロテアーゼ阻害剤

（protease inhibitor；PI）の報告とい
う新時代を切り開く発表があり，そ
れらの成果を基に，抗HIV療法のガ
イドラインが世界に提示された。当
時，highly active antiretroviral 
therapy（HAART）と呼ばれた抗HIV
薬3剤以上の多剤併用療法は，やが
てanti-retroviral therapy（ART）と呼
ばれるようになったが，治療の本質
は変わっていない。1997年11月には
米 国 保 健 福 祉 省（Department of 
Health and Human Services；
DHHS）らによる｢成人および青少年
HIV-1感染者における抗レトロウイ
ルス薬の使用に関するガイドライン

（以下，DHHSガイドライン）｣が作成
され，インターネット上のDHHSの
ホームページに提示された。DHHS
ガイドラインは抗HIV療法の進歩と
ともに，毎年のように改訂されてき
た。本項ではガイドラインの改訂上
のポイントに焦点を絞って概説す
る。一部意訳した部分があることを
ご了承いただきたい。DHHSガイド
ラインはHIV感染症治療の最新の教
科書ともいえるので，是非，一読さ
れたい。

　主なキードラッグがPIからインテ

今回の主な改訂点

グラーゼ阻害剤（integrase strand 
transfer inhibitor；INSTI）に変わっ
たことに変更はなく，推奨薬は1日2
回が1日1回となり，多くは1日１剤
の配合錠となった。近年承認されて
いる新薬は，抗ウイルス効果に優れ，
副作用も格段に少なくなり，飲みや
すくなった。ARTで血中のウイル
ス量（viral load；VL）も測定限界値
未満を持続できれば，本人の健康維
持はもちろん，他への感染も実質的
にないといえるまでになり，HIV
感染症は治療できる慢性の疾患と
なった。
　DHHSガイドラインでは，これま
でと同様に主な改訂点が初めの頁

“What’s New in the Guidelines?”に
示されている（表1）。各章では，抗
HIV療法の考え方から，開始時期や
推奨の組合せなどを，臨床試験結果
や発表された論文に基づいて，詳細
に検討したうえで記載されており，
推奨の程度（A～C）と推奨の根拠（Ⅰ
～Ⅲ）が随所に書き込まれている。
引用文献も広範に網羅されているの
で，DHHSガイドラインは抗HIV療
法を理解するのに最適な教科書とも
いえる。一度，DHHSガイドライン
を熟読しておくと，以後は，ハイラ
イトされた改訂点を中心に読めば
よい。
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